
◆◆メールマガジン「事業用自動車安全通信」第９９号(Ｈ23．6．3)◆◆ 

 

＝はじめに＝ 

このメールマガジンは、国土交通省において収集した事業用自動車に関する

事故情報等のうち重大なものについて、皆様に情報提供することにより、その

内容を他山の石として各運送事業者における事故防止の取り組みに活用してい

ただくことを目的として配信しています。 

 

＝目 次＝ 

１．重大事故情報＝４件（５月２７日～６月２日分） 

（１）乗合バスが交差点で歩行者を撥ねた事故 

（２）タクシーが水田に転落した事故 

（３）タクシーが道路上の男性を撥ねた事故 

（４）タクシーが中央分離帯に衝突して横転した事故 

２．「重大事故情報」のその後 

（１）車道に座っている歩行者を撥ねた事故（平成21年12月18日送付分） 

（２）貸切バスの車両火災事故（平成23年2月18日送付分） 

３．５月１日からアルコール検知器使用が義務化されました。（再周知） 
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【１．重大事故情報＝４件】（５月２７日～６月２日分） 

 

（１）乗合バスが交差点で歩行者を撥ねた事故 

 ５月３１日午前８時５分頃、大阪府において、乗合バスが乗客４０名を乗せ

て運行中、交差点を直進しようとしたところ、横断歩道を渡っていた歩行者を

撥ねた。 

この事故により、撥ねられた歩行者が頭部打撲の重傷を負った（入院１ヶ月）。 

事故当時、当該乗合バスは、片側三車線の道路の第一通行帯を走行し、黄色

信号で当該交差点に進入した模様。 

なお、当該乗合バスにはドライブレコーダが装着されていたが、現在警察に

押収されている。 

 

（２）タクシーが水田に転落した事故 

 ５月２７日午前４時４０分頃、徳島県において、タクシーが空車で運行中、

当該タクシーの運転者が道路左側から飛び出してきた動物を発見し、これを避

けようとハンドルを右にきったところ、当該タクシーは、対向車線を越えて歩

道のガードパイプや看板を倒した後、道路を逸脱して１．５ｍ下の水田に転落

した。 

この事故により、当該タクシーの運転者（５４才）は入院していたが、同月

３０日に死亡した。 



なお、当該事故において、当該タクシーの運転者は外見上負傷していないよ

うに見えたが、事故の際にどこか打っている可能性があるとして、医師が当該

タクシーの運転者を入院させていたところ、容態が急変した模様。 

事故当時、雨が降っていた模様。 

 

（３）タクシーが道路上の男性を撥ねた事故 

 ５月２７日午後１０時２０分頃、愛知県において、タクシーが空車にて片側

四車線の直線道路の第三通行帯を走行していたところ、当該タクシーの運転者

が、道路上で当該タクシーに背を向けて立っていた男性（６９才）に気付いた

ためブレーキをかけたが、当該男性を撥ねた。 

この事故により、撥ねられた男性は死亡した。 

事故当時、雨が降っていた模様。 

 

（４）タクシーが中央分離帯に衝突して横転した事故 

 ５月２９日午前０時２５分頃、大阪府において、タクシーが乗客１名を乗せ

て走行中、中央分離帯に衝突して横転した。 

この事故により、当該タクシーの乗客１名が軽傷を負った。 

事故現場は、片側三車線の直線道路で、事故当時、当該タクシーの運転者は、

目的地のホテルを探しながら走行していたため、脇見運転となった模様。 
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【２．「重大事故情報」のその後】 

＊ 以前にこのメルマガで紹介した重大事故情報のその後の情報をお知らせ

します。 

 

（１）車道に座っている歩行者を撥ねた事故（平成21年12月18日送付分） 

＝事故概要＝ 

１２月１５日午後８時頃、北海道で、当該タクシーが片側２車線の左側を走

行していたところ、タクシー運転者が車道に座っている歩行者を発見したが、

発見が遅れたために歩行者を撥ねた。 

この事故により、歩行者は死亡した。 

＝その後の情報＝ 

事故の原因としては、「前方不注意（乗務員は、まさか路上に歩行者が座り

込んでいると思わなかった。）」とされている。また、当時の状況として、「進

路の前方左右を注視し、進路の安全を確認しつつ進行すべき自動車運転上の注

意義務があるのにこれを怠り、進路遠方に停止していたタクシーの動静ばかり

気を奪われ、前方注視を怠ったまま漫然」と運行したものとされている。 

 また、運送事業者に対して監査を実施したところ、事業用自動車の運転者に

対して運行の安全及び旅客の安全を確保するために必要な運行に関する技能及

び知識を習得させること等に関する指導監督義務違反のほか、乗務員台帳の記



載事項不備違反等が確認されたため、４５日車の車両使用停止処分を行った。 

 

（２）貸切バスの車両火災事故（平成23年2月18日送付分） 

＝事故概要＝ 

 ２月１６日午前９時２０分頃、千葉県において、貸切バスが乗員乗客２２名

を乗せて運行中、赤信号で停車したところ、当該バスの後輪部分から出火した。 

この火災により、当該バスの後輪タイヤが焼損したが、乗員乗客は避難した

ため、負傷者はなし。 

当該火災は、駆けつけた消防により消火された。 

当該バスは、赤信号で停車しようとしたところ、当該バスの右後輪付近から

異音がし、さらに停車後、左後輪付近からも異音がし、その後左右後輪部分か

ら出火した模様。 

＝その後の情報＝ 

車両の販売会社が調査した結果、火災の原因は、運転者が駐車ブレーキ（スプリ

ングブレーキ）を解除せずに走行したことにより、ブレーキの引きずりとなり、ブ

レーキライニングとブレーキドラムの摩擦熱によって火災に至ったものと判断さ

れた。 
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【３．５月１日からアルコール検知器使用が義務化されました。（再周知）】 

 

事業用自動車の運転者の飲酒運転を根絶するため、旅客自動車運送事業運輸

規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正等により、本年５月１日から、

自動車運送事業者※の点呼において運転者の酒気帯びの有無の確認を行う際に、

アルコール検知器を使用することを義務化しました。 

アルコール検知器義務化の詳細については、下記URL をご覧ください。 

（ http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000038.html ） 

 

※対象となる事業者 

○一般旅客自動車運送事業者 

○特定旅客自動車運送事業者 

○一般貨物自動車運送事業者 

○特定貨物自動車運送事業者 

○貨物軽自動車運送事業者  

○特定第二種貨物利用運送事業者 
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【メールマガジン「事業用自動車安全通信」】 

発行 国土交通省自動車交通局安全政策課 

 



＊このメルマガについてのご意見は、＜ jiko-antai@mlit.go.jp ＞までお寄

せください。 

よくある質問（配信登録の解除方法等） 

（ http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/anzenplan2009/faq.html ） 

 

【参考】 

 

＊自動車交通局ホームページ 

（ http://www.mlit.go.jp/jidosha/index.html ） 

 

＊自動車の不具合情報はこちら 

最近、自動車に乗っていたら異常発生、なんてことありませんでしたか。

そんな時は、車検証を用意して、国土交通省「自動車不具合情報ホットラ

イン」に連絡です。皆様の声は、車種ごとに、ホームページ上で公開され、

メーカーがきちんとリコールをしたり、メーカーのリコール隠しを防ぐた

めに活用されます。 

・ホームページ受付 （ www.mlit.go.jp/RJ/ ） 

・フリーダイヤル受付 ０１２０－７４４－９６０ 

（平日9:30～12:00 13:00～17:30） 

・自動音声受付    ０３－３５８０－４４３４（年中無休・24時間） 

 

＊自動車のリコール等の通知等があったときは！ 

  使用されている自動車について、自動車ディーラーなどから、リコール

又は改善対策の通知が送付されたり、その対象であることが新聞等で公表

されたときは、安全・環境への影響から、その自動車の修理を行うことが

必要になったということです。道路運送車両法により、自動車ユーザーは、

自分の自動車が保安基準に適合するよう点検・整備する義務がありますの

で、忘れずに修理を受けましょう。 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 


